
◎都市再生特別措置法等の一部を改正する法律 
（平成三〇年四月二五日法律第二二号）   

一、提案理由（平成三〇年四月四日・衆議院国土交通委員会） 

○石井国務大臣 ただいま議題となりました都市再生特別措置法等の一部を改正する法

律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。 

 人口減少社会を迎えた我が国では、地方都市を始めとした多くの都市において、空き

地、空き家等の低未利用地が時間的、空間的にランダムに発生する都市のスポンジ化が

進行しており、コンパクトなまちづくりの推進に重大な支障となっております。 

 こうした状況を踏まえ、低未利用地の集約等による利用の促進、地域コミュニティー

による身の回りの公共空間の創出、都市機能の確保等の施策を総合的に講じる必要があ

ります。 

 このような趣旨から、このたびこの法律案を提出することとした次第であります。 

 次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。 

 第一に、低未利用地の利用の促進を図るため、複数の土地や建物に一括して利用権等

を設定する制度を創設するとともに、まちづくり会社等の都市再生推進法人の業務に、

低未利用地の一時保有等に係る業務を追加することとしております。また、低未利用地

を集約し、商業施設、医療施設等の整備を図るための土地区画整理事業の特例及び当該

事業を行う民間事業者に対する資金貸付制度の創設等の措置を講ずることとしておりま

す。 

 第二に、身の回りの公共空間の創出を図るため、交流広場等の地域コミュニティーが

共同で整備、管理する施設についての協定制度を創設するとともに、都市計画の案の作

成、意見の調整等を行う住民団体等を、都市計画協力団体として市町村長が指定できる

こととする措置を講ずることとしております。 

 第三に、都市機能の確保を図るため、都市計画で位置づけられた施設を官民連携によ

り確実に整備等するための協定制度を創設するとともに、都市機能誘導区域内における

商業施設、医療施設等の休廃止に係る届出制度の創設等の措置を講ずることとしており

ます。 

 その他、都市の遊休空間の活用による安全性、利便性の向上を図るため、公共公益施

設の転用の柔軟化、駐車施設の附置義務の適正化、立体道路制度の適用対象の拡充等、

所要の規定の整備を行うこととしております。 

 以上が、この法律案を提案する理由であります。 

 この法律案が速やかに成立いたしますよう、御審議をよろしくお願い申し上げます。 

二、衆議院国土交通委員長報告（平成三〇年四月一〇日） 

○西村明宏君 ただいま議題となりました法律案につきまして、国土交通委員会におけ

る審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 本案は、低未利用土地の有効かつ適切な利用を促進するとともに地域の実情に応じた



市街地の整備を一層推進することにより、都市の再生を図るための措置を講じようとす

るものであります。 

 その主な内容は、 

 第一に、低未利用土地の利用及び管理に関する指針を立地適正化計画の記載事項とす

ること、 

 第二に、都市機能誘導区域に誘導施設の立地を誘導するための土地区画整理事業の特

例を創設すること、 

 第三に、都市計画協力団体制度の創設を行うこと 

などであります。 

 本案は、去る四月三日本委員会に付託され、四日石井国土交通大臣から提案理由の説

明を聴取し、六日、質疑を行い、質疑終了後、討論を行い、採決の結果、賛成多数をも

って原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 

 以上、御報告申し上げます。 

三、参議院国土交通委員長報告（平成三〇年四月一八日） 

○野田国義君 ただいま議題となりました法律案につきまして、国土交通委員会におけ

る審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、低未利用土地の有効かつ適切な利用を促進するとともに地域の実情に応

じた市街地の整備を一層推進することにより、都市の再生を図るため、低未利用土地の

利用及び管理に関する指針を立地適正化計画の記載事項とし、都市機能誘導区域に誘導

施設の立地を誘導するための土地区画整理事業の特例を創設するとともに、都市計画協

力団体の指定等の措置を講じようとするものであります。 

 委員会におきましては、都市のスポンジ化対策の在り方、都市計画行政における国と

地方自治体等の役割と取組、まちづくりに資する人材の育成等について質疑が行われま

したが、その詳細は会議録によって御承知願います。 

 質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して山添拓委員より本法

律案に反対する旨の意見が述べられました。 

 次いで、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いた

しました。 

 以上、御報告申し上げます。 


